
T2コンサルティング株式会社

ご案内



もう一度考えてみませんか？
あなたがいなくなった後の、大切な人のこと

「大切な人に資産を残したい」そう考えて生命保険に加入したり、

相続対策を実施する方は少なくないです。

しかし、残した資産を大切な人が「どう使うか」まで考えたことはありますか？

私たちはあなたの大切な人が資産を

「長く、多く、正しく」使えるように

お手伝いをさせていただきます。



実際にお聞きした

ご心配・ご不安

残した資産を上手に使えるか、

成年後見人制度が大きな費用

負担にならないか心配

幼い子ども一人に

大きな資産を残して大丈夫か、親族間の

トラブルに巻き込まれないかが心配

受け取ったお金を浪費してしまわ

ないか、ギャンブルや詐欺などに

使ってしまわないか不安

相続人が一度に大きなお金を

受け取ることで、価値観や人生が

誤った方向に進まないか不安

お子様に障がいがある

一人で子育てをしている

相続人の財産管理が心配

一度に多額の財産を残すことが不安



受取人名義の金融口座

保険契約者・被保険者 保険受取人見守り役（親族など）

生命保険会社

こども見守る信託「あすも晴れ™」の全体像

※信託契約中の資産はお客様名義の信託口口座で管理します。

※お子様が成人の場合はスキームが異なります。

①生命保険契約

②信託契約

③親の死亡後

→保険金代理請求

④死亡保険金をお支払い

⑦継続フォロー

⑤財産の管理
⑥毎月の財産交付



財産交付までの仕組み

受け取った死亡保険金を、既定の戦略に基づいて運用し、その運用財産の中から一部

金額を受取人に毎月交付していきます。受取人への毎月交付を継続しながら、長期的

に財産を増やしていくことで、受取人が一生涯にわたり財産の交付を受け、豊かで安

定した生活を送れることを目指します。（お客様名義の金融機関で財産管理をするた

め、受託会社の破綻による信用リスクはございません。）



T2コンサルティング株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂２‐17‐44 福吉坂ビル

担当：吉田

Mail：yoshida@t2c.tokyo

TEL：03-6824-7001


